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公共施設等総合管理計画について 

 
１ 公共施設等総合管理計画の策定の背景 

 

本市では、合併前の昭和 50 年代から平成の初頭にかけて、拡大する行政需要

や住民ニーズの高まりにより、市役所などの行政系施設や、義務教育を提供する

ための小中学校、多くの市民に利用される文化施設やスポーツ施設、公営住宅な

ど多くの公共施設を建設してきました。 

それらの施設が今後、更新時期を迎えることから、大規模修繕や更新費用に対

する財源の確保が必要となります。また、限られた財源の中で少子高齢化の進行

と人口減少に対応するためには、既存の公共施設を有効に活用し、多様化する市

民ニーズに対応していく必要があります。このため、市内の公共施設等の全体を

把握したうえで、適切な施設管理を行い、計画的な更新・統廃合・長寿命化など

を図ることにより、将来的な財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等

の最適な配置を実現することが重要となっています。 

 
２ 公共施設等総合管理計画の目的 
 

公共施設等総合管理計画（以下「本計画」という。）は、厳しい財政状況が続

く中で、今後、人口減少等により公共施設等の利用需要が変化していくことが予

想されることを踏まえ、公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもっ

て、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことを目的とした計画です。本

計画で示された方針に基づき、今後、個別の施設管理計画の策定や、それに基づ

き点検等を実施したうえで適切な措置を講じるなど、公共施設等の総合的なマ

ネジメントを進めていきます。 

 
３ 計画期間 
 

本計画の計画期間は、将来の人口や財政の見通し等をもとに長期的な視点に

基づき検討する趣旨から、長期間の計画とする必要があるため、以下のとおり

に設定しました。 

 

 平成 29 年度（2017 年度)から令和 28 年度(2046 年度)までの 30 年間 

 
４ 対象とする公共施設等 
 

 本計画において対象とする公共施設等は、公営企業会計に属する公共建築物、

道路・橋梁・上下水道施設などの公共インフラを含む全ての公共施設等とします。 
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第１章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

 

１ 市の概況 

 

 新潟県南魚沼市は、越後三山をはじめとする山々、市域を北流する魚野川とそ

の支流が作る魚沼盆地に位置しています。 

 平成 16 年 11 月に旧六日町と旧大和町の合併による市制施行、平成 17 年 10

月の旧塩沢町の編入合併を経て、新生「南魚沼市」が誕生しました。 

 

本市の地図及び地区区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本計画では、大和地域、六日町地域、塩沢地域の３地域を地区区分として設定

します。大和地域は旧大和町、六日町地区は旧六日町、塩沢地域は旧塩沢町です。 

 

 

 

 

南魚沼市のデータ 

面積      584.55 ㎢ 

総人口     54,851 人 

(R2 国勢調査) 
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２ 公共施設等の状況 

 

（１）公共施設の概況 

 

公共施設の一覧 

会計名 大分類 中分類 小分類 施設数 延床面積（㎡）

市役所庁舎 3 15,956

地区センター 7 5,372

行政区集会所 5 1,385

保育園・認定こども園 19 15,355

放課後児童クラブ 4 825

福祉施設 6 9,984

保健施設 1 1,237

医療施設 3 2,776

可燃ごみ処理施設 2 8,684

その他ごみ処理施設 5 9,555

斎場 1 1,674

労働施設 3 2,323

商工施設 1 287

農林業振興施設 4 7,053

観光施設 15 9,102

除雪基地 1 208

流雪溝 1 419

市営住宅 21 21,294

市有住宅 2 1,206

教員住宅 6 1,704

県営住宅関連 1 188

都市公園 2 4,315

広場緑地 3 1,419

本部施設 3 5,404

水防施設 1 142

小学校 16 80,217

中学校 4 40,637

総合支援学校 1 3,820

その他教育施設 4 7,574

公民館・公会堂・集会施設 6 11,807

図書館・博物館・美術館 4 7,392

体育館 15 19,353

屋外体育施設 4 874

普通財産 普通財産 13 12,442

187 311,983計

総務施設

保育施設

産業施設

公園・広場

普通会計

文化施設

スポーツ施設

福祉保健施設

環境衛生施設

土木施設

消防施設

学校

公営住宅

 
※１施設で延床面積が 50 ㎡以上の公共施設を対象としました。 

※複合施設の場合は、それぞれの分類毎に施設数を計上しています。 

 

 令和５年３月 31 日時点で、本市が保有する 50 ㎡以上の建物を含む公共施設

は 187 施設あり、総延床面積は 311,983 ㎡となっています。 
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（２）公共施設（行政財産）の県内自治体比較 

 

人口と延床面積の県内自治体比較（令和３年度） 

 
 

※令和３年度公共施設状況調（総務省）による数値です。 

※新潟市、長岡市、上越市は人口規模が大きく異なるため対象外としています。 

※町村は人口等の状況が異なるため対象外としています。 

 

 

 本市の公共施設の総延床面積は、県内他市との比較において、人口に対する総

延床面積の平均をやや上回る状況となっています。 

 新潟県内の新潟市、長岡市、上越市、町村を除く自治体と比較し、人口５万

3,000 人程度の平均的な建物床面積を算出すると 32 万㎡程度であり、本市の

315,661 ㎡は 4,000 ㎡（1.3％）程度、下回る状況となっています。 
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（３）普通会計公共施設の地区別の状況 

 

地区別の延床面積と市民一人当たりの延床面積（令和４年度） 

 

地区別延床面積でみると、人口の 45.1％を占める六日町地域が 13.2 万㎡

（42.9％）、と１地域の単純平均延床面積（10.3 万㎡）を超えており、人口の

30.6％を占める塩沢地域の 10.3 万㎡（33.3％）がほぼ平均値、人口の 24.3％を

占める大和地域が 7.3 万㎡（23.8％）、と平均を下回っています。 

一方、市民一人当たりの延床面積では、ごみ処理施設のある塩沢地域で面積が

大きく、人口が比較的多い六日町地域で面積が小さくなっています。 

現状では面積的な各地域のバランスが取れているので、今後の公共施設等の

あり方を検討するにあたっては、施設の種類も踏まえながら検討を行っていく

ことが必要であると考えられます。 
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（４）普通会計公共施設の年度別の設置状況 

 

 

本市の公共施設の整備状況（延床面積）を建築年度別にみると 1980 年から

1994 年までの 15 年間の建築が多くあります。特に 1990 年は、ディスポート

南魚沼、し尿処理施設、城内中学校の建築があったために多くなっています。 

旧耐震基準が適用されていた時期である 1981 年（昭和 56 年）度以前に整備

されたものも 28.7％（うち耐震補強済：16.7％）にのぼり、安心・安全の観点

から課題がある公共施設や老朽化が深刻な状況にある公共施設もあります。 

 1981 年度（昭和 56 年度）以前に整備された施設を大分類別に延べ床面積で

みると、学校教育系施設や、公営住宅、総務施設が多くを占めます。  
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（５）公営企業等の施設 

   公営企業の公共施設は、上水道会計では浄水場・ポンプ場・配水池等、下

水道会計では処理施設・ポンプ場等、病院事業会計では病院・健診施設等を

保有しています。 

 

（６）インフラの状況 

 

  ア 道路 

    一般道路は、総延長 953 ㎞、面積 6,746,836 ㎡を保有しています。 

 

  イ 橋りょう 

    橋りょうは、6,843.7m、45,852.1 ㎡を保有しています。 

 

  ウ 上水道 

種別 延長(ｍ) 

導水管 7,768 

送水管 77,708 

配水管 594,340 

合計 679,816 

    また、水道事業は、水源（26 箇所。うち予備水源 12 箇所）、浄水場（１

箇所）、配水池（41 箇所）を保有しています。 

 

  エ 下水道 

種別 延長(ｍ) 

コンクリート管 57,786 

塩ビ管 532,050 

その他 16,862 

合計 606,698 

    また、下水事業は、処理施設（３箇所）、中継ポンプ場（３箇所）、マン

ホールポンプ（221 箇所）を保有しています。 

 

  オ 病院 

    病院事業は、140 床の南魚沼市民病院、健診施設が併設された 45 床の

ゆきぐに大和病院を保有しています。 

 

  カ その他 

    上記のほか、都市公園 27 箇所、411,497 ㎡などのインフラを保有して

います。  
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３ 人口の現況と課題 

 

（１）総人口の推移と将来推計 

 

   国勢調査によると、本市の人口は、1955 年（昭和 30 年）の約 7.2 万人か

ら 1970 年（昭和 45 年）の約 6.2 万人まで 15 年間で約１万人減少した後、

1995 年（平成 7 年）には約 6.6 万人まで再び増加しています。しかし、1995

年（平成 7 年）以降は減少傾向が続いており、1995 年（平成 7 年）から 2020

年（令和 2 年）までの 25 年間での減少人数は約 11,254 人で、約 17.0％の

減少となります。 

 

   年少人口（15 歳未満）、生産年齢人口（15～64 歳）、老年人口（65 歳以

上）別に総人口に占める割合を見ると、1990 年代に年少人口と老年人口の

割合が逆転しています。老年人口の割合は、1980 年（昭和 55 年）には市民

の概ね８人に１人でしたが、2040 年（令和 22 年）には概ね 2.5 人に１人と

推計されています。 

 

南魚沼市全体の人口推移 

 

 
※R２年（2020）まで国勢調査。R７年（2025）以降は社人研推計（2023 年） 
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（２）地区別の人口推計 

  ア 大和地域 

 

大和地域の人口推移 

 

 

 大和地域の人口は 1940 年（昭和 15 年）の 14,349 人から 1947 年（昭和 22

年）の 17,366 人と 20％ほど急増し 1950 年（昭和 25 年）の 17,785 人でピーク

を迎えました。それから 1970 年（昭和 45 年）の 14,374 人まで減少しますが、

再び緩やかな増加に転じます。その後、1995 年（平成 7 年）の 15,882 人より

再び減少が始まっています。 

 1995 年から 2000 年（15,636 人）までの 5 年間の減少率は 1.5％、2005 年

（15,199 人）までの 10 年間の減少率は 4.3％、2015 年（14,278 人）までの 20

年間の減少率は 10.1％、2020 年（13,343 人）までの 25 年間の減少率は 16.0％

となっています。 
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  イ 六日町地域 

 

六日町地域の人口推移 

 

 

 六日町地域の人口は 1940 年（昭和 15 年）の 22,213 人から 1947 年（昭和 22

年）の 26,852 人と 20％ほど急増しました。その後は 1970 年（昭和 45 年）の

26,301 人まで微減しますが、再び増加に転じ、1995 年（平成 7 年）に 29,342

人でピークを迎え、再び減少が始まっています。 

 1995 年から 2000 年（29,295 人）までの５年間の減少率は 0.2％、2005 年

（28,521 人）までの 10 年間の減少率は 2.8％、2015 年（26,359 人）までの 20

年間の減少率は 10.2％、2020 年（24,746 人）までの 25 年間の減少率は 15.7％

となっています。 
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  ウ 塩沢地域 

 

塩沢地域の人口推移 

 

 

塩沢地域の人口は 1920 年（大正 9 年）以降、1950 年（昭和 25 年）の 27,032

人をピークとして増加を続けました。その後、1970 年（昭和 25 年）の 21,320

人まで減少した後は、ほぼ横這いに推移し、1995 年（平成 7 年）の 20,894 人

から緩やかな減少が始まっています。 

 1995 年から 2000 年（20,561 人）までの５年間の減少率は 1.6％、2005 年

（19,609 人）までの 10 年間の減少率は 6.2％、2015 年（17,931 人）までの 20

年間の減少率は 14.2％、2020 年（16,762 人）までの 25 年間の減少率は 19.8％

となっています。 
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４ 財政の状況と課題 

 

（１）歳入 

 

 

 本市の令和４年度の普通会計の歳入は 394 億円です。その内訳は、地方交付

税が 115 億円と最も多くおよそ 3 割を占め、次いで地方税 73 億円となっていま

す。 

 歳入の推移をみると、平成27年度は病院建設事業の影響で増加していますが、

平成 28 年度から令和元年度までは 330 億円前後で推移してきました。令和２年

度以降は感染症対策や物価高騰対策のための国庫支出金、ふるさと納税による

寄附金により大きく増額しています。 

 市税については、平成 27 年度以降 73 億円程度で推移しています。 

 地方交付税については、110 億円程度で推移してきました。合併算定替の影響

により大幅な減少が見込まれていましたが、想定よりも小さな減少幅となりま

した。 

 市債は、平成27年度に病院建設事業への出資により一時的に増加しましたが、

大規模建設事業が一段落したことから、減少傾向にあります。 
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11,193 11,324 11,279 11,237 11,144 11,139 11,325 11,945 11,519 
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10,001 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

（百万円）

普通会計歳入の推移

市税 地方交付税 その他一般財源 市債 国庫支出金 都道府県支出金 その他特定財源

347億円

378億円

338億円 336億円 330億円

421億円
404億円

327億円

394 億円 
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（２）歳出 

 

 

 本市の令和４年度の普通会計の歳出は 369 億円です。その内訳は、物件費が

69 億円で最も多く、次いで人件費が 54 億円、扶助費 1が 48 億円となっていま

す。 

 歳出の推移をみると、義務的経費のうち人件費は人員削減等の行財政改革に

より平成 30 年度までは減少していましたが、令和２年度は会計年度任用職員制

度の開始により増加し、その後は横ばいで推移しています。物件費は、年々増加

傾向にあり、ここ数年は電気料、燃料費や物価の高騰により大幅に増加していま

す。扶助費は高齢化や景気動向による介護給付費や生活保護費などの社会保障

経費の増大により、年々増加傾向にあります。投資的経費 2は、平成 27 年度に

病院建設事業で大幅に増加しましたが、大規模建設事業が終了したため縮小傾

向にあります。公債費も平成 29年度の 44億円をピークに減少傾向にあります。 

 

 

 

 

                                     

1  扶助費とは、社会保障制度の一環として、児童・高齢者・障害者・生活困窮者などに対して国や地方公

共団体が行う支援に要する経費のことです。 

2 投資的経費とは、その経費の支出の効果が単年度または短期的に終わらず、固定的な資本の形成に向け

られるものです。 

4,921 4,786 4,660 4,589 4,589 4,612 5,418 5,530 5,377 

4,089 4,287 4,048 4,048 4,537 4,867 
5,453 
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4,303 
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4,146 
4,015 727 
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198 198 592 1,542 
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2,127 
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H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

（百万円）

普通会計歳出の推移

人件費 物件費 維持補修費 扶助費 補助費等 投資的経費 公債費 積立金・投資・出資金・貸付金 繰出金

335億円

360億円
328億円 328億円 325億円 315億円

405億円 388億円

369 億円 
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（３）歳入・歳出全体ベースでの財政推計 

 

 令和３年９月に策定した第３次財政計画を基にして歳入・歳出の状況を次の

とおり推計しました。 

 

歳入内訳推移シミュレーション 

 

 

 歳入の近年の状況については、330億円ほどで推移してきましたが、令和２年

度から４年度は感染症対策や物価高騰対策のための国庫支出金、ふるさと納税

による寄附金により大きく増額しました。 

普通交付税は合併算定替から一本算定への移行が平成27年度から令和２年度

まで段階的に行われ、想定よりも小さな影響となりましたが減少しました。 

歳入の今後の状況については、令和６年度の統合給食センターの建設により

地方債が増額となりますが、その後は徐々に減少していく見込みです。 

ふるさと納税は毎年 20億円の金額を見込んでいますが、永続的な制度ではな

いため、これに頼らない財政運営を目指すべきであり、さらなる改善が必要です。 

今後は国庫補助金等の財源を確保したうえで、少しでも有利な地方債が活用

できる事業を優先しなければなりません。さらに財政健全化を進めるためには、

投資的事業に係る起債総額を 11 億円程度にまで抑制する必要があります。 

歳入総額は 285 億程度まで減少する推計としています。  
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歳出内訳推移シミュレーション 

 

 

 歳出についての近年の状況は、歳入と同様に 330 億円ほどで推移してきまし

たが、令和２年度から４年度は感染症対策や物価高騰対策にかかる多くの事業

を実施したため大きく増額しました。 

 今後歳入は確実に減少することが見込まれているため、歳出も同様の抑制が

必要です。人件費や補助費等の増加を抑制するとともに、投資的経費は 20 億程

度を上限として推計しています。しかし扶助費は増加傾向にあり、高齢化の進行

等により抑制が難しい状況です。また、ここ数年の電気料、燃料費や物価の高騰

により物件費も増加傾向にあります。 

こうした状況の中、道路や建物の大規模修繕は、長寿命化計画等に基づいて計

画的に進めていく必要があります。それだけではなく、公共施設の廃止・統合・

複合化を併せて進めなければ、投資的経費 20 億円の範囲内で実施していくこと

は困難な状況です。歳入に見合った歳出の抑制ができないばかりでなく、計画ど

おりに実施できないことで老朽化が進み、道路や施設の利用に支障を生じる事

態が危惧されます。 
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（４）公共施設の将来の更新費用 

 

 現在、本市が保有する普通会計の施設を、耐用年数経過後に同じ規模（延床

面積）で更新したと仮定した場合、令和５年度から 28 年度までの 24 年間の更

新費用の総額は 1362.3 億円で、試算期間における平均費用は年間 56.7 億円と

なります。 

 

現時点で耐用年数が到来している建物の大分類別内訳 

総務施設 福祉保健施設 産業施設 公営住宅 教育施設 その他 合計

5,155 8,259 10,637 8,340 62,734 8,995 104,122

（単位 ： ㎡）

 

 

現時点で耐用年数が到来している建物の地域別内訳 

（単位 ： ㎡）

大和地域 六日町地域 塩沢地域 合計

33,805 33,379 36,938 104,122  
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R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28

（百万円）

耐用年数を基準とした更新費用試算（普通会計建物）

建設費用 建替え
耐震補強 建設費用（3箇年度平均）

現在までのストック ： 31.1万㎡

R28年までの更新費用総額：1362.3億円

R28年までの更新費用平均額： 56.7億円
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（５）インフラ資産の将来の更新費用 

 

 道路、橋りょう、公園、上下水道などのインフラ資産についても、建物と同

様に、耐用年数の到来による更新が必要となります。 

 道路、橋りょう、公園等のインフラ資産について、耐用年数経過後に、現在

と同じ面積、延長等で更新したと仮定して試算したところ、令和５年度から 28

年度までの 24 年間の更新費用の総額は 1815.2 億円となり、試算期間における

平均費用は年間 75.6 億円と見込まれます。 

 平成 28～令和 4 年までの間で行ったインフラ関連の投資的経費の総額は

102.4 億円で、1 年あたりの平均費用は 14.6 億円ですので、将来的に現状の

5.1 倍の費用がかかる試算結果となり、公共施設と同様に財政的負担が大きい

ことが分かります。 

現実的には耐用年数以上に使用できるよう適切な管理による長寿命化を行わ

なければなりません。 

 なお、上下水道事業に関しては、ほぼ整備が完了しているため、今後は維持

管理に関する投資や長寿命化が投資的経費の主な内容となっていきます。計画

に基づく今後の投資的経費は、上水道で年間 7.4 億円、下水道で年間 10.6 億円

を見込んでいます。 
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（億円）

インフラ資産の更新費用試算

道路整備額 橋りょう整備額 流雪溝等
公園 上水道 下水道
30年間平均額

R28年までの更新費用総額：1815.2億円

R28年までの更新費用平均額： 75.6億円

※現時点で供用開始日が不明確な市道等について、道路台帳への登録日を供用開始日としてい

るため、更新時期がH37年、H42年、H48年、H52年に集中しているグラフとなっています。
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   8 年間の道路、公園関連の投資的経費 

                           （単位：億円） 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

総額 13.5 15.4 17.7 20.4 13.9 10.2 11.3 12.1

うち

大規模修繕
4.9 4.8 5.3 5.5 4.6 5.6 7 5.9

 

   ※H28～R4：決算額、R5：予算額 

 

 本市では、合併時に策定した新市建設計画に基づき、合併特例債を主な財源

として、新市の均衡ある発展に資するために必要なインフラ整備を行ってきま

した。令和 2 年度にはこれらの新市建設計画関連事業が終了したことから、総

合計画実施計画では普通会計のインフラ関連の投資的経費を 8 億円程度に抑制

する方針としています。 

 なお、インフラ資産にかかる大規模修繕については、長寿命化を念頭に平成

18 年の 1.3 億円から平成 28 年の 4.7 億円まで計画的に増額をしてきました。 

 今後、既存インフラ資産を長寿命化するための大規模修繕等を継続的に実施

するには、この割合をさらに高めていく必要があるため、新規で道路改良等を

計画する際には慎重な検討が必要となります。 

 

 

（６）公共施設の整備方針 

 

財政計画による 

投資的経費 

＜ 

今後の 

更新費用 
 

公共施設の更新で、 

毎年４０億円以上の

不足が見込まれます 

２０億円 建築物 

５６．７億円 

 
⇒ 

 

 ＋道路８億円  
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 13 ページのグラフで示したように、平成 26～令和４年度までの本市の投資

的経費の総額は 467 億円で、１年あたりの平均では 51.9 億円の投資を行って

きました。しかし、15 ページで示したように、最新の財政計画では今後は年間

20 億円程度の投資的経費しか支出できない財政状況です。この 20 億円には道

路等のインフラ資産の投資的経費も含まれているため、実際には 12 億円程度

しか公共施設整備に充てることができません。 

 このままでは公共施設の大規模改修や更新する投資的経費の確保が難しくな

ることが見込まれるため、全庁的な観点からの計画性をもって、公共施設更新

問題に取り組んでいくことが必要です。 

 施設の有効利用を図るため大規模改修等による長寿命化を図った場合でも令

和５年度から 28 年度までの 24 年間の費用は 812.6 億円が見込まれ、予定の

288 億円（12 億円×24 年）を大幅に上回る状況です。 
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（百万円）

長寿命化をした場合の更新費用試算（普通会計建物）

建設費用 建設費用（３箇年度平均） 26年平均

現在までのストック ： 31.1万㎡

R28年までの更新費用総額： 812.6億円

R28年までの更新費用平均額： 33.8億円
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第２章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

 

１ 現状や課題に関する基本認識 

 

（１）人口減少・少子高齢化による公共施設に対する市民ニーズの変化 

 南魚沼市の人口は、昭和 30 年の 71,581 人から昭和 45 年の 61,995 人まで約

１万人減少した後、平成 7 年には 66,118 人まで増加しましたが、再び減少に転

じ令和 2 年時点では 54,851 人まで減少しています。今後この傾向は加速してい

くことが考えられ、令和 27年には 38,856人まで減少すると推計されています。

これと同時に、年少人口、生産年齢人口の減少及び老年人口の増加により、少子

高齢化が見込まれます。 

 これらに伴う世代構成の変化により、子育て支援施設や学校教育系施設では

余剰が発生し、高齢者を対象とした保健・福祉施設の需要が高まるなど、公共施

設へのニーズが変化することが予想されます。 

 また、令和３年３月に策定した「南魚沼市総合計画後期基本計画」の戦略プロ

ジェクトの推進により、地域によって人口の増減や年齢構成等の推移も異なる

ことが見込まれます。このような状況変化に合わせた、施設規模の見直しや既存

公共施設の有効利用を図り、市民ニーズに適切に対応する必要があります。 

 

（２）公共施設の老朽化 

 本市の公共施設の整備状況を建築年度別に延床面積でみると、昭和 40 年代後

半から行政系施設や学校教育系施設が集中的に整備され、その多くが今後 20 年

の間に耐用年数を迎えることとなり、老朽化や耐震性の面で問題に直面してい

ます。旧耐震基準が適用されていた時期である昭和 56 年度以前に整備されたも

のについて、安全・安心の観点から課題がある公共施設や老朽化が深刻な状況に

ある公共施設が多くあります。老朽化施設については、必要性の精査も行ったう

えで、今後のあり方を検討していく必要があります。 

 

（３）公共施設及びインフラ資産への投資の平準化 

 市町村合併以降は、新市建設計画に基づく合併特例事業により積極的に施設

整備を行い、多くの施設を新設・更新してきました。合併特例事業は完了したた

め、今後は、長寿命化を中心とした大規模改修等へシフトすることとなります。 

 すでに耐用期限が到来している施設が多くあるため、大規模改修や耐震補強

等を行う必要がありますが、多額の整備事業費が見込まれるため、整備事業が集

中するピークと緊急性を考慮しながら、限られた財源の中で整備を行うことが

できるよう検討していくこと必要です。 
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（４）合併に伴う公共施設の重複及び分配配置 

 本市は、平成 16 年 11 月に旧六日町と旧大和町の合併により市制施行し、平

成 17 年 10 月に旧塩沢町を編入合併しました。旧町単位で機能が重複している

施設も多くあるため、今後の公共施設へのニーズに対応した施設を残していく

ことが必要です。また、機能が重複しているものや地理的に集中しているものに

ついては、重複の解消や分散配置などを考えていく必要があります。 

 これらを踏まえ、公共施設の重複や分散配置を課題として認識し、今後の検討

を行っていくことが必要です。 

 

（５）公共施設の整備に充当できる財源の限界 

 本市の歳入は、合併算定替により普通交付税の金額が平成 27 年度から６年間

の経過措置を経て減少となりましたが、想定よりも減少幅は小さなものとなり、

平成 28 年以降、約 330 億円前後で推移しております。令和２年度にはふるさと

納税による多くの寄附金により歳入は大きく増額しました。しかし、ふるさと納

税制度は永続的な制度ではないため、これに頼る行政運営は危険であります。 

また、今後は、生産年齢人口の減少等に伴って市税収入の減少が見込まれ、扶

助費等の歳出は増加することが見込まれます。 

整備された公共施設等の機能を適切に保つためには、維持管理や運営に係る

経常的な費用も毎年度必要となり、さらに、大規模修繕なども必要となりますが、 

ここ数年、物価、人件費の高騰による事業費の増加や、光熱水費、燃料費の高騰

による施設の維持管理費の増加が見られます。 

このように、公共施設の整備更新や維持管理に支出できる財源には限界があ

ることを前提に、公共施設のあり方を検討する必要があります。 
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２ 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

 

（１）点検・診断等の実施方針 

 ・現状行っている定期点検を引き続き適切に行っていきます。 

 ・公共施設マネジメントシステムで点検・診断等の実施結果を蓄積することで、

点検・診断等の状況を全庁的に適時に把握していきます。 

 ・施設間における保全の優先度の判断を行うにあたっては、劣化診断等を実施

するなどにより、経年による劣化状況、外的負担（気候天候、使用特性等）

による性能低下状況及び管理状況を把握し、予防保全的な観点からの検討

を行います。 

 

（２）維持管理・修繕・更新等の実施方針 

 ・施設の重要度や劣化状況に応じて長期的な視点で優先度をつけて、計画的に

改修・更新します。 

 ・地域に対する公共施設の譲渡や地区団体への指定管理委託を進めるなど、市

民主体の維持管理を進めていきます。 

 ・維持管理を行っていくための財源を捻出するため、受益者負担の見直しを行

っていきます。 

 ・公共施設マネジメントシステムで、維持管理や修繕に関する情報を蓄積して

いくことで、維持管理上の課題を適時に把握するとともに、今後の修繕に関

する計画を立てるのに役立てます。 

 ・今後も維持していく公共施設については、中長期的修繕計画を策定すること

を検討します。 

 ・管理運営にあたっては、ＰＰＰ3やＰＦＩ4の積極的な活用を推進します。 

 ・市民ニーズの変化に柔軟に対応していくことを可能とするため、用途変更を

しやすい施設設計を行うなどの工夫をしていきます。 

 ・新しい技術や考え方を積極的に取り入れ、維持管理・修繕・更新等を合理的

に進めていきます。 

 

 

 

             

3  Public Private Partnership の略。公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で、民

間資本や民間のノウハウを利用し、効率化や公共サービスの向上を目指すもの 

4  Public Finance Initiative の略。公共施設用の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術

的能力を活用することで、効率化やサービス向上を図る公共事業の手法をいう 
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（３）安全の確保の実施方針 

 ・点検・診断等により高度の危険性が認められた公共施設等について、ソフト・

ハードの両面から安全を確保します。 

 ・安全の確保にあたっては、防災拠点かどうか、多数の市民の利用がある施設

であるかどうかなどの視点から、対応の優先度を検討します。 

 ・今後維持していくことが難しい施設については、市民の安全確保の観点から、

早期での供用廃止といった措置を適切にとっていきます。 

 

（４）耐震化の実施方針 

・防災拠点施設かどうか、多数の市民の利用がある施設かどうかなどの視点 

から、耐震化の優先順位を検討します。 

・建築から 30 年以上経過した建物で耐震化が完了していない施設については、

耐震化の検討を進めていきます。 

・道路、橋梁、上下水道をはじめとするインフラについても耐震化の検討を進

めていきます。 

 

（５）長寿命化の実施方針 

 ・地区ごとに公共施設の耐用年数到来年度を把握し、公共施設の更新の対応時

期を把握します。 

 ・市民とともに、大切に公共施設を取り扱っていくことで、少しでも長く公共

施設を利活用していけるようにしていきます。 

・個別施設のインフラ長寿命化計画の策定を進めていきます。 

 

（６）ユニバーサルデザイン化の推進方針 

・利用者の年齢、性別、障がいの有無、国籍等に関わらず、誰もが利用しやす

い施設となるようユニバーサルデザイン化を進めていきます。 

 

（７）脱炭素化の推進方針 

・LED 照明の導入などによる省エネルギー対策を進めていきます。 

・地域の特性を活かした雪冷熱、太陽光発電、バイオマス資源などの再生可能

エネルギーを活用した施設整備を進めていきます。 
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（８）統合や廃止の推進方針 

 ・公共施設等の将来の更新費用の試算結果として、そのための財源が明らかに

不足していることが明確となりました。公共施設の総量縮減だけで、その財

政的な対応をすることはできませんが、可能な限りの公共施設の縮減を進

めていく必要があるということが明らかです。 

 ・統合や廃止による総量縮減の目標は、施設類型ごとの管理に関する基本的な

方針や財政推計から、15％に設定します。 

 ・公共施設の見直しにあたって、総量縮減は財源確保の一つの手段であると捉

え、単純な面積縮減とすることなく、既存の公共施設の状態に囚われない、

行政サービスとして必要な水準や機能などを意識して検討を行っていきま

す。 

 ・当該サービスが公共施設等を維持しなければ提供不可能なものであるか、民

間に代替できないのかなど、公共施設等とサービスの関係について十分に

留意していきます。 

 ・少子高齢化や人口減少などの人口動態の変化に対応した公共施設の再編を

進めます。 

 ・地区ごとの人口動態や地域の特性を考慮した再編を進めます。 

 ・合併前の旧大和町、旧六日町、旧塩沢町の各町が住民福祉の向上と地域振興

のために建設した施設を引き継いでいることから、機能が重複した施設を

多く保有しているので、公共施設の類型ごとに必要な公共施設の総量を見

直し、機能の重複を解消していきます。 

 ・公共施設の多機能集約化（１つの公共施設に複数の機能を盛り込み、スペー

ス効率の改善と機能間の連携性を高める取組）を進めていきます。 

 ・防災拠点としての機能がある施設を統合や廃止の対象とする場合は、避難

所・避難場所の空白地区が生じないように十分な検討を行います。 

 ・魚沼地域定住自立圏などにより近隣自治体との広域連携を一層進め、公共施

設の有効活用と市民サービスの維持向上を図るとともに広域的な観点から

必要な公共施設等の保有量を検討していきます。 

 ・社会基盤となる道路などのインフラについても必要性を十分に精査し、将来

コストを見据えた保有量に抑えます。 

 ・統合や廃止により未利用となった施設については、民間への譲渡、賃貸借を

最優先に検討することとし、次に、市の別目的による利用や除却を検討しま

す。 

 ・本計画は、市が策定している他の計画と連携しながら推進していきます。 
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３ 公共施設の縮減に向けた基本的な方針 

 

前項の実施方針を踏まえ、公共施設の将来的な目標を次のとおり設定します。 

今後は、既存施設の長寿命化と有効活用を図り、建築面積の増を伴う新たな施

設は建設しないことを基本とします。新たな施設が必要となった場合は、既存施

設の複合化等により総量（延床面積）を増加させないように努めます。 

 

●中期目標（10 年）…約 34,000 ㎡の削減 

 現在の公共施設の保有量 316,460 ㎡の約 11％を削減し、総量（延床面積）を

約 282,500 ㎡に縮減することを目指します。 

●長期目標（30 年）…約 47,500 ㎡の削減 

 現在の公共施設の保有量 316,460 ㎡の約 15％を削減し、総量（延床面積）を

約 269,000 ㎡に縮減することを目指します。 

 

これらの目標達成に向けた施設類型ごとの管理に関する基本的な方針と削減

目標は、次章のとおりです。 

なお、それぞれの目標は、現時点での中長期的な財政推計を前提としたもので

あり、今後の社会情勢の変化をすべて見通したものではありません。そのため本

計画のフォローアップの過程で定期的に目標の見直しを図っていくこととしま

す。  
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第３章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

 原則として、下表の年数を施設の使用目標として長寿命化を図ります。ただし、

各施設の老朽化等の状況に応じて使用年数の変更を検討します。 

 

SRC造 RC造 S造 LS造 CB造 W造
鉄骨鉄筋

コンクリート

鉄筋

コンクリート
重量鉄骨 軽量鉄骨

コンクリート

ブロック
木造

庁舎・学校・公民館・斎場 80 80 80 50 80 80
体育館・園舎・事務所・店舗 80 80 80 50 80 50
倉庫・車庫・便所・機械室 30 30 30 30 30 30

建物使用年数の目標                                                         　　　　　　　　　　   （単位：年）

用    途

  

 

参考） 

高品質 普通 高品質 普通
学校
官庁

Y。100以上 Y。60以上 Y。100以上 Y。60以上 Y。40以上 Y。60以上 Y。60以上

住宅
事務所

Y。100以上 Y。60以上 Y。100以上 Y。60以上 Y。40以上 Y。60以上 Y。40以上

店舗
旅館

Y。100以上 Y。60以上 Y。100以上 Y。60以上 Y。40以上 Y。60以上 Y。40以上

工場
Y。40以上 Y。25以上 Y。40以上 Y。25以上 Y。25以上 Y。25以上 Y。25以上

建築物全体の望ましい目標耐用年数の級

用途 LS造 CB造 W造
SRC、RC造 S造

 

代表値 範囲 下限値

Y。100 100年 80～120年 80年
Y。60 60年 50～80年 50年
Y。40 40年 30～50年 30年
Y。25 25年 20～30年 20年

目標耐用年数
の級

目標耐用年数
目標耐用年数の級の区分の例

 
出典：建築物の耐久計画に関する考え方（(社)日本建築学会） 

 

 ※ＳＲＣ造、ＲＣ造の倉庫等については、目標耐用年数が実際の用途の耐用年数を大

きく下回るため、省令で定めるそれぞれの車庫の区分による耐用年数とする。 

 

 旧耐震の建物については使用目標まで使用するためには耐震補強が必要とな

り多額の費用を要することから、施設の統合・複合化を検討します。 

 設備の更新、大規模改修及び除却については次の数値により試算します。 
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１ 総務施設 

（１）市役所庁舎 

  ア 現状 

    庁舎は六日町地域の本庁舎、大和地域の大和庁舎、塩沢地域の塩沢庁舎

の３施設です。 

    本庁舎は昭和 51年に建築し、新耐震基準ではなかったため耐震補強が

行われています。大和庁舎は昭和 57年に建築、塩沢庁舎は主要部分を平

成５年に建築と新耐震基準で建築されています。 

   ・現在の施設数：３施設、延床面積合計：15,956㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
市役所本庁舎 S51 RC 耐震補強済
市役所本庁舎　現業棟 S51 RC
市役所本庁舎　南分館 S56 RC
市役所本庁舎　北分館 H23 S 旧耐震、補強済
市役所大和庁舎 S57 RC
市役所大和庁舎　車庫棟 S57 RC
市役所塩沢庁舎　南棟 S41 RC 旧耐震　（R５除却）
市役所塩沢庁舎　車庫 S47 S 旧耐震
市役所塩沢庁舎　北棟 H5 RC  

   

  イ 方針 

    本庁舎は令和８年に耐用年数を迎えますが、耐震補強が完了している

ため、設備の更新等を行い長寿命化による有効利用を検討します。 

    大和庁舎と塩沢庁舎についても長寿命化を検討します。 

 

（２）地区センター 

  ア 現状 

    大和地域に三用地域活性化センター、東地域開発センター、大崎農業会

館及び薮神地域コミュニティセンター、六日町地域に五十沢地域開発セ

ンター、城内地域開発センター及び大巻地域開発センターの７施設が公

民館分館機能を中心として存在し、地域コミュニティ活性化事業等の地

域に密着した市民活動の拠点となっています。また、防災拠点としても活

用されています。 

   ・現在の施設数：7施設、延床面積合計：5,372㎡ 
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名称 建築年度 主体構造 備考
三用地域活性化センター H7 S
東地活性化センター S48 RC 旧耐震
大崎農業会館 S54 RC 旧耐震
薮神地域コミュニティセンター S61 S
城内地域開発センター H2 RC
大巻地域開発センター S51 RC 旧耐震
雪国おくにじまん会館 H4 RC  

  イ 方針 

    昭和 50年前後に建築したものなど、老朽化が進行している施設が多く

みられます。旧耐震施設も多いのですが、耐震補強には多額なコストを要

することから、空き施設の利用や複合化も含めて将来のあり方を検討す

る必要があります。 

 

（３）行政区集会所 

  ア 現状 

    集会所は概ね行政区毎にあり、なかには昭和 40年代に建築されたもの

もあります。更新時期を迎えた施設もあるため、行政区への建設費補助等

を行い、行政区で更新や大規模修繕をするように進めてきました。 

    行政区内の集会に利用するほか、多くの場合、自主防災組織の一時避難

場所として利用されています。 

   ・現在の施設数：５施設、延床面積合計：1,385㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
雷土新田集落活性化施設 H6 W （R5行政区へ譲渡）
谷地集落活性化施設 H5 W （R5行政区へ譲渡）
大倉地域自然活用交流促進施設 H11 W （R5行政区へ譲渡）
辻又地域多目的センター S38 W
冬期孤立集落維持管理センター S53 S 旧耐震  

 

  イ 方針 

    集会所については、できるだけ地元管理となるように市が所有してい

た施設も無償譲渡を進めてきました。数年内には辻又を除いて地元管理

となる予定です。 

 

２ 保育施設 

（１）保育園・認定こども園 

  ア 現状 

    保育園及び認定こども園は、市内に 19箇所あり、他の類似団体や近隣

団体と比べると多くなっています。 
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   ・現在の施設数：19施設、延床面積合計：15,355㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
三用保育園 H15 W
赤石保育園 S49 W 旧耐震
大崎保育園 S53 RC 旧耐震、補強済
薮神保育園 H7 W
上原保育園 H3 W
あおば保育園 H10 W
五日町保育園 H14 W
四十日保育園 S52 RC 旧耐震、補強済
宮保育園 H17 W
西五十沢保育園 S54 RC 旧耐震、補強済
八幡保育園 H28 S
上町保育園 H18 W
めぐみ野こども園 H13 W
うえだ保育園 H5 W
舞子保育園 H7 W
石打保育園 S51 RC 旧耐震、耐震基準適合
上関保育園 S61 W
牧之保育園 H29 S
浦佐認定こども園 H22 W  

 

  イ 方針 

    乳幼児が日常的に使用する施設であることを考慮し、耐震性や安全確

保について早急にあり方を検討します。 

    また、保育園の運営コスト面や保育ニーズ、将来的な園児数を踏まえな

がら、施設統合や民間委託（施設の譲与）などにより効率化を図っていき

ます。 

 

（２）放課後児童クラブ 

  ア 現状 

    児童クラブは市内に 14 施設あり、そのうち 10 施設は既存の小学校内

建物を利用し、残りの４施設は小学校建物外に別棟で建物があります。 

   ・現在の施設数：４施設、延床面積合計：825㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
六日町クラブ H12 S H20増設あり
北辰クラブ H14 W H27増設あり
大空クラブ H27 W
上田クラブ H26 W  

  イ 方針 

    学童保育所の多くの施設がここ 15年内に建築したものですが、小学校

の敷地内または近隣に設置している施設であることから、小学校の校舎

内での実施を基本として施設のあり方を検討します。 
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    運営は現行の委託先であるＮＰＯ法人すまいるネットと効率的な運営

に関する協議を継続します。 

 

３ 福祉保健施設 

（１）福祉施設 

  ア 現状 

    市内に総合福祉施設：１施設、高齢者福祉施設：２施設、養護老人ホー

ム：１施設、障がい者福祉施設：２施設の合計６施設があります。 

   ・現在の施設数：６施設、延床面積合計：9,984㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
福祉センター S57 RC 総合福祉施設
大和老人福祉センター S52 RC 老人福祉施設、旧耐震
塩沢老人福祉センター S63 RC 老人福祉施設
養護老人ホーム魚沼荘 H27 RC 養護老人ホーム
ふれ愛支援センター H8 RC 障がい者福祉施設

浦佐福祉の家 Ｓ56 RC
障がい者福祉施設、旧耐震、耐震補
強済（R5譲渡）  

 

  イ 方針 

    施設の中には旧耐震の施設があるため耐震診断・耐震補強等を実施す

る必要がありますが、多額なコストを要することから、空き施設の利用や

複合化も含めて将来のあり方を検討します。 

    また、運営については障がい者福祉施設以外の４施設が南魚沼市社会

福祉協議会、また、障がい者福祉施設は、ふれ愛支援センターが南魚沼シ

ルバー人材センターによる指定管理となっていますが、住民ニーズの変

化に応じて運営内容も検討します。 

 

（２）保健施設 

  ア 市内にある専用の保健施設は塩沢保健センターのみです。 

   ・現在の施設数：１施設、延床面積合計：1,237㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
塩沢保健センター S55 RC 旧耐震  

 

  イ 方針 

    現在は住民健診会場として利用していますが、市民病院に隣接する新

健診施設完成後は、利用しなくなるため除却の時期を検討します。 

 

（３）医療施設 
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  ア 市内に中之島診療所と城内診療所の２施設の医療施設と中之島診療所

医師住宅があります。 

   ・現在の施設数：３施設、延床面積合計：2,776㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考

城内診療所 S55 RC
特別会計による直営、旧耐震（R5市民
病院付属診療所へ移行）

中之島診療所 H17 W 指定管理
中之島診療所　医師住宅 H17 W 指定管理  

 

  イ 方針 

    中之島診療所はコスト面・利用者数共に指定管理者により効率的に運

営されていますが、将来想定される医師の交代について十分な検討が必

要です。 

    城内診療所は施設も古く、常勤医の不足により一般会計から特別会計

への繰入金が多額となっているため、広域的な利用を踏まえて地域包括

ケアの考え方を取り入れながら、施設としてのあり方を継続的に検討し

ます。 

 

４ 環境衛生施設 

（１）可燃ごみ処理施設 

  ア 現状 

    市内に湯沢町と共同利用する溶融方式による可燃ごみ処理施設があり、

同一敷地内に可燃ごみ処理施設の排熱を利用した温泉施設が併存します。 

   ・現在の施設数：２施設、延床面積合計：8,684㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
可燃ごみ処理施設 H16 RC R12～新ごみ処理施設へ移行
金城の里 H16 W  

 

  イ 方針 

    令和 12年度稼働を目標に、湯沢町と共同で利用する新ごみ処理施設を

建設します。それまでの間は安全面・コスト面に配慮して既存施設を運営

します。 

    なお、金城の里については、新ごみ処理施設建設に併せて施設の在り方

等を検討します。 
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（２）その他ごみ処理施設 

  ア 現状 

    市内に、し尿処理施設が１施設、不燃ごみ処理施設が１施設、最終処分

場が２施設あります。し尿処理施設については、平成 29年度に県の六日

町浄化センター内に、魚沼市・湯沢町と共同で新たなし尿受入れ施設を建

設しました。旧施設は平成 29年度で停止しています。 

   ・現在の施設数：５施設、延床面積合計：9,555㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
旧し尿処理施設 H2 RC 新施設へ移行
不燃ごみ処理施設 H9 SRC
桝形山最終処分場 H10 LS
宮最終処分場 H3 RC
し尿等受入施設 H29 RC  

 

  イ 方針 

旧し尿処理施設については、新ごみ処理施設の建設予定地となってい

るため除却します。 

不燃ごみ処理施設については、継続して使用するため、施設を長寿命化

させるよう適切な管理を行います。 

    桝形山最終処分場については、令和６年度に埋立処分を終了し、建屋の

解体及び整地工事を実施する予定です。 

 

（３）斎場 

  ア 現状 

    市内に斎場が１施設あります。 

   ・現在の施設数：１施設、延床面積合計：1,674㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
斎場 H22 RC  

 

  イ 方針 

    施設が新しいので、継続して施設の長寿命化を検討します。 

    運営については現行通り指定管理者による管理とします。 
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５ 産業施設 

（１）労働施設 

  ア 現状 

    市内に職業訓練施設が１施設、勤労者集会施設が２施設あります。 

   ・現在の施設数：３施設、延床面積合計：2,323㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
広域働く婦人の家 S58 RC 勤労者集会施設
職業訓練共同施設 S45 S 職業訓練施設、旧耐震、補強済
塩沢勤労者福祉会館 S58 RC 勤労者集会施設  

 

  イ 方針 

    職業訓練施設は老朽化が深刻ですが、国・県の職業訓練事業の会場とも

なっており、地域の職業訓練事業の中核を担っていることから、安全管理

の面から早急に施設のあり方を検討します。 

    勤労者集会施設については、その機能を精査し、必要に応じて集会施設

など他の類似施設との複合化を検討します。 

 

（２）商工施設 

  ア 現状 

    令和３年度に六日町駅舎内の棟方志功アートステーションを改修し、

創業・起業を目指す人や事業者同士の情報交換や連携を促進するための

拠点として整備しました。 

   ・現在の施設数：１施設、延床面積合計：287㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
南魚沼市事業創発拠点 H9 RC  

 

  イ 方針 

施設が六日町駅舎内にあるため、ＪＲ東日本と協議のうえ施設の状態

を勘案しながら更新・長寿命化を検討します。 

 

（３）農林業振興施設 

  ア 現状 

    市内に有機物堆肥化施設が１施設、農業体験施設が２施設、森林公園施

設が１施設あります。 

   ・現在の施設数：４施設、延床面積合計：7,053㎡ 
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名称 建築年度 主体構造 備考
有機センター H16 LS 有機物堆肥化施設
農業体験実習館 H6 W 農業体験施設
大杉山ふるさと農園 H6 W 農業体験施設
五日町緑の家 S57 S 森林公園施設  

 

  イ 方針 

    広域有機センターは市内産業のインフラとしての機能を果たしている

ため、市内の関連産業の動向も踏まえて長寿命化を検討します。 

    農業体験施設及び林業施設については、民間所有施設による代替を含

めて将来のあり方を検討します。 

 

（４）観光施設 

  ア 現状 

    市内に観光施設が 15施設あります。 

   ・現在の施設数：15施設、延床面積合計：9,102㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
八海山麓ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾀｰﾐﾅﾙ S58 RC
八海山麓スキー場 S60等 W
八海山麓勤労者体育館 H2 S
大崎ダムキャンプ場 H4等 W
八海山登山施設 H5等 W
しゃくなげ観光センター H2 W
しゃくなげ湖ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場 H5 W
わらびのオートキャンプ場 H6等 W
五十沢キャンプ場 S55等 S 一部旧耐震
川舟展示室 H19 W
直江兼続公伝世館 H20 W
観光協会倉庫 S51 W 旧耐震
田中町倉庫 S51 W 旧耐震
道の駅 H23 W
巻機山登山施設 H16等 W
今泉記念館 H2 RC  

 

  イ 方針 

    観光施設は合併前の旧大和町・旧六日町・旧塩沢町のそれぞれの振興の

観点から配置されている現状にありますが、合併後の南魚沼市としての

観光戦略などを踏まえ、より有効な配置を検討します。廃止または集約化

を推進し、民間や地域を巻き込んだ本市の活性化を実現する観点から施

設のあり方を見直します。 
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６ 土木施設 

（１）除雪施設 

  ア 現状 

    市内に除雪施設が１施設あります。 

   ・現在の施設数：１施設、延床面積合計：208㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
大和除雪基地 S57 S  

 

  イ 方針 

    効率的な修繕等により、更なる長寿命化を検討します。 

 

（２）流雪溝 

  ア 現状 

    地盤沈下が著しい六日町地域の市街地を中心に、道路上や屋根雪など

の宅地側の雪処理を行うことにより冬期間の道路交通確保を図るため、

流雪溝本体が 20,200ｍ（計画延長は 32,665ｍ）布設されています。これ

に付随して取水ポンプ場、中継ポンプ場、送水管（総延長＝計画延長：

7,982ｍ）があります。 

   ・現在の施設数：１施設、延床面積合計：419㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
流雪溝取水ポンプ場 H6 S  

 

  イ 方針 

    流雪溝本体、各ポンプ場、送水管ともに更新には多額の費用が必要とな

るため長寿命化を優先した管理を行います。 
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７ 公営住宅 

（１）市営住宅 

  ア 現状 

    市内に市営住宅が 21施設あります。 

   ・現在の施設数：21施設、延床面積合計：21,294㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
市営西泉田住宅　１号棟 S53 RC 旧耐震
市営西泉田住宅　２号棟 S55 RC 旧耐震
市営西泉田住宅　集会所 S55 W 旧耐震
市営余川住宅　１号棟 S58 RC
市営余川住宅　２号棟 S59 RC
市営津久野住宅 S59 RC
市営五日町住宅 S61 W
市営宮住宅 H1 W
市営長森住宅　１～４ H3 W
市営長森住宅　６～12 H4 W
市営物見ケ丘団地 S52 RC 旧耐震
市営大崎団地 S53 RC 旧耐震
市営桜沢団地 S56 RC 旧耐震
市営桜沢団体　集会所 S56 RC 旧耐震
市営赤石団地 S58 RC
市営天王町団地 S60 RC
市営一村尾団地 S61 W
市営北原住宅 S46 RC 旧耐震（R5除却）
市営泉盛寺団地 S51 RC 旧耐震
市営来清団地 S52 RC 旧耐震
市営樋渡団地 S57 RC
市営北原団地 S63 W
市営吉里団地１ H2 W
市営吉里団地２ H3 W
市営吉里団地３ H4 W
市営中央団地A H5 W
市営中央団地B H6 W
市営中央団地C H6 W
市営中央団地D H7 W
市営上野団地 H11 RC
市営舞子団地 H15 RC  

 

  イ 方針 

    今後、老朽化が進んでいくため、更新のための財政的負担や人口減少を

考慮し、公営住宅の総量を適正規模に縮減します。施設を大切に使用する

意識を利用者に啓発するとともに、長寿命化を図りながら段階的に施設

を集約します。 
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（２）市有住宅 

  ア 現状 

    不要となった教員住宅棟を転用した市有住宅が２箇所あります。 

   ・現在の施設数：２施設、延床面積合計：1,206㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
市有東泉田住宅 S41 CB 旧耐震
市有天王町住宅１号 S45 CB 旧耐震
市有天王町住宅２号 S48 CB 旧耐震  

 

  イ 方針 

    計画的に廃止します。 

 

（３）教員住宅 

  ア 現状 

    市内に教員住宅が６施設あります。 

   ・現在の施設数：６施設、延床面積合計：1,704㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
薮神教職員住宅 H3 W
後山教職員住宅 H9 W
赤石教職員住宅 H2 W
大和中学校教職員住宅 H2 W
来清教職員住宅 H6 RC
樋渡教職員住宅 H3 W  

 

  イ 方針 

    長寿命化による有効利用を検討しますが、民間施設利用への転換も併

せて検討します。 

 

（４）県営住宅関連 

  ア 現状 

    県営住宅建設に併せて設置した集会所で、行政区の集会に利用してい

ます。集会所の維持管理は行政区が行っています。 

   ・現在の施設数：１施設、延床面積合計；188㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
上町集会所 H3 W  

 

  イ 方針 

集会所については、市所有している施設も地元管理となるよう譲渡な

どの協議を含めて将来の在り方を検討していきます。 
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８ 公園・広場 

（１）都市公園 

  ア 現状 

    大原運動公園内に管理棟及びトイレ、銭渕公園内にトイレがあります。 

   ・現在の施設数：２施設、延床面積合計：4,315㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
大原運動公園 H9等 木・RC

銭渕公園 R3 W  

  イ 方針 

    施設が新しいので、継続して施設の長寿命化を検討します。 

 

（２）広場緑地 

  ア 現状 

 駅前広場に連絡通路等の市有施設が２施設、イベント広場に展示や交

流を促進するための市有施設が１施設あります。 

   ・現在の施設数：３施設、延床面積合計：1,419㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
浦佐駅東口連絡通路 S54 S 旧耐震
六日町駅東西自由通路 H9 RC
六日町駅シンボル空間 H9 SRC
塩沢交流広場　野外ステージ H3 W
塩沢交流広場　牧之茶屋 H3 W  

 

  イ 方針 

    駅前広場についてはＪＲ東日本と協議のうえ施設の状態を勘案しなが

ら更新・長寿命化を検討します。 

イベント広場野外ステージは使用目標まで施設の状態を勘案しながら、

更なる長寿命化を検討します。牧之茶屋はトイレ施設に建て替えの予定

です。 
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９ 消防施設 

（１）本部施設 

  ア 現状 

    六日町地域と塩沢地域の境界付近に消防本部があります。大和地域に

は大和分署があり、湯沢町には湯沢消防署があります。 

   ・現在の施設数：3施設、延床面積合計：5,204㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
消防本部 H23 RC
大和分署 H6 S
湯沢消防署 H4 SRC  

 

  イ 方針 

    消防施設は全ての施設が比較的新しいため更新は当分の間不要です。

市民の安全安心な暮らしに不可欠な施設であるため、機能を損なわない

範囲での維持コスト削減を検討します。 

 

（２）消防団施設 

   本計画に該当する施設はありませんが、消防団の統合等に伴い不要とな

る消防器具庫等は行政区や自主防災組織への移管を進めます。 

 

（３）水防施設 

  ア 現状 

    市内には水防倉庫が 6 箇所ありますが、本計画の対象は天王町水防倉

庫のみとなります。 

   ・現在の施設数：1施設、延床面積合計：142㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
天王町水防倉庫 S57 LS  

 

  イ 方針 

    効率的な修繕等により、更なる長寿命化を検討します。 

 

１０ 学校 

（１）小学校 

  ア 現状 

    市内に小学校が 16校あります。 

   ・現在の施設数：16施設、延床面積合計：80,217㎡ 
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名称 建築年度 主体構造 備考
三用小学校　校舎 S58 RC
三用小学校　体育館 S62 S
赤石小学校　校舎 S60 RC
赤石小学校　体育館 H11 S
浦佐小学校　校舎 S42 RC 旧耐震、補強済
浦佐小学校　体育館 S63 RC
大崎小学校　校舎 S47 RC 旧耐震、補強済
大崎小学校　体育館 H19 S
後山小学校　校舎 H6 W
後山小学校　体育館 H7 W
薮神小学校　校舎 S41 RC 旧耐震、補強済
薮神小学校　体育館 H3 S
城内小学校　校舎 S47 RC 旧耐震、補強済
城内小学校　体育館 S49 S 旧耐震、補強済
五十沢小学校　校舎 H22 RC
五十沢小学校　体育館 H22 S
五十沢小学校（旧五十沢中学校） H4 RC
五十沢小学校（旧五十沢中学校） H5 S
北辰小学校　校舎 S57 RC
北辰小学校　体育館 S58 S
六日町小学校　校舎 H12 RC
六日町小学校　体育館 H10 S
上田小学校　校舎 H4 RC
上田小学校　体育館 H10 S
栃窪小学校 H15 RC
塩沢小学校　校舎 S56 RC
塩沢小学校　体育館 S57 S
中之島小学校　校舎 S51 RC 旧耐震、補強済
中之島小学校　体育館 S52 S 旧耐震、補強済
（統合）石打小学校　校舎 S60 RC
（統合）石打小学校　体育館 S61 S
おおまき小学校　校舎 H6 RC
おおまき小学校　体育館２ H7 S
おおまき小学校　体育館１ H16 S  

 

  イ 方針 

    学級数が少ないことによる学校運営上の課題として、クラス替えがで

きない、遠足などの集団行動・行事の教育効果が下がる、人間関係や相互

の評価が固定化しやすいなどのデメリットが挙げられていますが、学校

は地域コミュミティのシンボル的な性格を有することから、地域の状況

や特性を十分に考慮する必要があります。小学校の統廃合については、今

後の教育活動に支障を及ぼすことのないよう、保護者や地域住民との協

議を重ね、合意形成を図っていきます。 

    なお、一定期間の使用に耐え得る空き校舎が発生した場合には、経済的

合理性や利便性等を考慮したうえで他施設への転用を検討します。 
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（２）中学校 

  ア 現状 

    市内に中学校が４校あります。 

   ・現在の施設数：４施設、延床面積合計：40,637㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
大和中学校　校舎 S43 RC 旧耐震、補強済
大和中学校　体育館１ S46 S 旧耐震、補強済
大和中学校　体育館２ S46 S 旧耐震、補強済
八海中学校　校舎（旧城内中学校） H1 RC
八海中学校　体育館（旧城内中学校） H10 S
八海中学校　校舎 H28 SRC
八海中学校　体育館 H28 SRC
六日町中学校　校舎 S61 RC
六日町中学校　体育館1 S61 S
六日町中学校　体育館2 S62 S
塩沢中学校　校舎 S47 RC 旧耐震、補強済
塩沢中学校　体育館1 S47 S 旧耐震、補強済
塩沢中学校　体育館2 H2 S  

 

  イ 方針 

    学校は、児童・生徒が日常的に使用する施設であるため、すでに耐用年

数が到来している学校については、早急にあり方を検討していきます。 

    また、学校は、公共施設の中でも大規模な施設であり、地区の中核的な

施設であることから、更新を行う際には周辺の公共施設の機能の複合化

を図るなどの検討を行います。 

    なお、一定期間の使用に耐え得る空き校舎が発生した場合には、経済的

合理性や利便性等を考慮したうえで他施設への転用を検討します。 

 

（３）総合支援学校 

  ア 現状 

    市内に総合支援学校が１校あります。 

   ・現在の施設数：１施設、延床面積合計：3,820㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
総合支援学校　管理棟 S62 RC
総合支援学校　教室棟1 H5 RC
総合支援学校　教室棟2 H23 S
総合支援学校　体育館 H24 RC  

 

  イ 方針 

    今後の児童・生徒数の変化に対応し、管理・運営方法について検討しま

す。 
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（４）その他教育施設 

  ア 現状 

    大和地域、六日町地域、塩沢地域にそれぞれ学校給食センターがありま

す。また、六日町地域と塩沢地域には宿泊施設であるセミナーハウスがあ

ります。令和４年度に統合して空き校舎となった旧石打小学校もこちら

の分類となりますが、今後の利用状況により分類が変更となります。 

   ・現在の施設数：４施設、延床面積合計：7,574㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
六日町学校給食センター H10 S
大和学校給食センター H1 S
塩沢学校給食センター H22 S
旧石打小学校　校舎 H2 RC
旧石打小学校　体育館 H1 S  

 

  イ 方針 

    六日町学校給食センターと大和学校給食センターを統合し、令和７年

度の供用開始を目指して統合給食センターを建設します。 

    セミナーハウスについては民間宿泊施設利用への転換を踏まえて検討

します。 

    旧石打小学校については民間利用を含めた有効活用方法を検討します。 

 

１１ 文化施設 

（１）公民館・公会堂・集会施設 

  ア 現状 

    大和地域、六日町地域、塩沢地域にそれぞれ公民館とホールがあります。

子ども・若者に対して様々な相談、支援を実施するセンターがあります。 

   ・現在の施設数：６施設、延床面積合計：11,807㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
南魚沼市民会館 H1 RC 公会堂兼公民館
大和公民館 S58 RC 公民館
ｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰﾙさわらび S60 RC 公会堂
塩沢公民館 S54 RC 公民館、旧耐震
塩沢公民館　講堂 S54 RC 公会堂、旧耐震、耐震基準適合
子ども・若者相談支援センター H3 W  

 

  イ 方針 

    公民館は旧３町それぞれにありますが、地理的な条件から統合は難し

いため長寿命化や他施設との複合化を検討します。 

    公会堂は重複して存在するため集約化の検討が必要です。 
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    子ども・若者相談支援センターは旧塩沢保育園を改修して設置しまし

た。施設の長寿命化を図り、継続して利用します。 

 

（２）図書館・博物館・美術館 

  ア 現状 

    図書館は平成 26年度に南魚沼市図書館が民間のショッピングセンター

「ＲＡＲＡ」内に設置され、大勢の市民が利用しています。 

    博物館・美術館は３施設あります。 

   ・現在の施設数：４施設、延床面積合計：7,392㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
南魚沼市図書館 H8 RC 図書館、区分所有
鈴木牧之記念館 H1 W 博物館
池田記念美術館 H10 RC 美術館
トミオカホワイト美術館 H2 S 美術館  

 

  イ 方針 

    図書館は区分所有であるため商業施設の所有者と協議のうえ、施設の

長寿命化を検討します。 

    博物館・美術館は所有する美術品等が多いため、他の類似団体や近隣団

体に比べて多くなっています。しかし、収蔵物を厳格に管理する必要があ

ることから、空調設備等の維持に多額なコストが必要となるため施設の

統合や他の機能を集約することを検討します。 

    また、博物館・美術館は指定管理者と協議して効率的な運営方法を検討

します。 
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１２ スポーツ施設 

（１）体育館 

  ア 現状 

    体育館は、大和地域に３施設、六日町地域に６施設、塩沢地域に６施設

あります。 

   ・現在の施設数：15施設、延床面積合計：19,353㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
Ｂ＆Ｇ海洋センター S61 S
浦佐体育館 S56 S 旧耐震
大崎体育館 H5 S
農業体験実習館　体育館 H6 S
雪国スポーツ館 H1 S
五十沢体育施設　体育館 S42 S 旧耐震
二日町体育館 S56 S 旧耐震
ディスポート南魚沼 H2 SRC 屋内プール併設
すぱーく塩沢 H6 S
上田農村環境改善センター H1 S
塩沢勤労者体育センター H1 S
中之島農村環境改善ｾﾝﾀｰ H3 S
南魚沼市トレーニングセンター S57 S
旧五日町小学校体育館 S54 S 旧耐震、補強済（R5除却）
上田雪国スポーツセンター S63 S  

 

  イ 方針 

    夏期の合宿により利用率は高いですが、ほとんどの施設が 30年以内に

使用目標に達するため集約・更新には慎重な検討が必要です。 

    全ての体育館は、指定管理により運営されています。一定程度の収入も

見込める性質の施設であることを踏まえ、指定管理者と協議して効率的

な運営方法を検討します。 

 

（２）屋外体育施設 

  ア 現状 

    屋外体育施設は大和地域に３施設、六日町地域に６施設、塩沢地域に７

施設あります。 

    本計画に該当する建物がある屋外体育施設は、欠之上クロスカントリ

ーハウス、小栗山サンスポーツランド、大原運動公園などの５施設です。 
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・施設 

名称 地域 備考
浦佐グラウンド 大和
大和野球場 大和
浦佐コミュニティ広場 大和 ゲートボール場
二日町グラウンド 六日町
五日町シャンツェ 六日町
欠之上クロスカントリーハウス 六日町
余川グラウンド 六日町
小栗山サンスポーツランド 六日町 テニスコート、スケートボードなど
上の原グラウンド 六日町
長崎グラウンド 塩沢
塩沢グラウンド 塩沢
大福寺工業団地多目的広場 塩沢
中之島農村広場 塩沢
大原運動公園 塩沢 都市公園、多目的運動施設
石打グラウンド 塩沢
石打スポーツ施設 塩沢 野球場ソフトボール場、テニスコート  

 

 ・建物 

  現在の施設数：４施設、延床面積合計：874㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
二日町グラウンド管理棟 H19 RC
欠之上ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰﾊｳｽ管理棟 H7 S
小栗山ｻﾝｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ管理棟 S63 RC
長崎グラウンド倉庫 H1 W  

 

  イ 方針 

    地域の住民が利用する施設については、利用状況などを考慮して今後

の更新方法を検討していきます。また、スポーツ観光資源として市外の団

体による夏合宿での利用が多いという特性を考慮しながら、著しく利用

者数の少ない施設や利用者に偏りがある施設については優先的に見直し

を検討していきます。 

    また、広域利用が可能な施設については、本市だけではなく定住自立圏

内の近隣自治体との共同利用など、広域的な観点での配置を検討してい

きます。 
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１３ 普通財産 

（１）現状 

   建物がある普通財産は 13施設です。エバーグリーン以外は賃貸借契約に

よる貸付または市役所の倉庫や事務室として利用しています。 

  ・現在の施設数：13施設、延床面積合計：12,442㎡ 

名称 建築年度 主体構造 備考
旧大和水道倉庫 S51 W 旧耐震
エバーグリーン H1 W
旧アルプス電気五十沢工場 S45 S 旧耐震
旧南魚沼市子供センター S51 S 旧耐震
旧深谷市山の家 S46 RC 旧耐震
旧ふるさと会館 S35 W 旧耐震
旧奥添地牧場用地管理棟 S53 W 旧耐震
上の原高原体育館 H1 S
旧五日町小学校　校舎 S54 RC 旧耐震、補強済（R5除却）
旧第二上田小学校　校舎 S62 RC
旧大巻小学童施設 H22 W
旧欠ノ上セミナーハウス S59 S 旧耐震
旧塩沢セミナーハウス S48 RC 旧耐震  

 

（２）方針 

   エバーグリーン以外は旧耐震の古い建物であるため、使用者と相談した

うえで除却して土地の有効活用または売却を検討します。 

   エバーグリーンは具体的な活用方法がない場合は売却の方針とします。 

 

１４ 道路 

（１）現状や課題に関する基本認識 

   本市は中山間地域に位置し、道路は市民生活や産業活動を支える重要な

生活インフラです。道路の老朽化は交通の安全性に関わる大きな要因とな

るため、日常のパトロールや定期的な点検、適切な維持管理を行っていく必

要があります。 

   今後の維持管理や更新に伴う財政的負担が増大することが見込まれ、さ

らに除雪費用も負担が大きくなっていることから、幹線道路や生活道路に

関わらず新たな道路網の整備については、計画の見直しを行い縮減する方

向とします。 
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（２）管理に関する基本的な考え方 

   既存の市道については、地域・沿道の利用状況等も踏まえて、維持・修繕・

更新の方針を検討します。維持管理については、トータルコストの縮減を目

指して、計画的かつ予防保全的な取組を行い、道路利用者の安全性と利便性

の確保に努めます。冬期の道路確保に係る除雪作業についても、利用状況等

の現状把握を行い、路線の見直しを検討していきます。 

また、市道の整備は、本市の財政状況を踏まえ、緊急性や重要性等を勘案

して必要最小限の整備を行っていくこととします。 

 

１５ 橋りょう 

（１）現状や課題に関する基本認識 

 本市は 571橋の道路橋を保有し管理していますが、その多くが耐用年数を

迎えつつあることから老朽化対策が課題となっています。今後は多額の更新

費用が必要になり、負担が大きくなることが見込まれます。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

 道路橋については、道路管理者に義務付けられている５年に１度の定期点

検を継続して行っています。定期点検で得られた健全度評価をもとに、緊急

性や重要性等を勘案し、本市の財政状況を踏まえて、「南魚沼市橋梁長寿命

化修繕計画」に基づく、計画的かつ予防保全的な取組を行います。これによ

り橋りょうの長寿命化を図るとともに、道路利用者の安全確保に努めます。 

 

１６ 上水道 

（１）現状や課題に関する基本認識 

本市は水道施設を有しておりますが、整備した施設の多くは老朽化が進行

しており、今後、大規模更新・再構築の時期を迎えることになります。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

水道は市民生活に直結する重要なインフラです。水道水の安定的な供給 

を図るため、アセットマネジメントを実施し適切な施設管理を行います。ま

た、施設の更新にあたっては、将来的な水需要を見込んだ適正な施設規模に

より適切な時期に更新することとし、今後、老朽管の更新や基幹管路等の耐

震化を図るとともに、維持管理コストの縮減に努めます。 

日常管理については、トータルコストの縮減のため、定期的な施設の点検・

修繕を実施し、水道水の安定供給に努めます。 
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１７ 下水道 

（１）現状や課題に関する基本認識 

   本市の下水道は、面的整備は概ね完了しましたが、今後の維持管理に伴う

財政的負担は非常に多くなることが見込まれます。人口減少を見据えた適

正な修繕と更新を行い、施設の長寿命化と負担の平準化に取り組んでいく

ことが重要です。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

   下水道は市民生活に直結する重要なインフラです。管渠や処理場等の状

態を健全に保つため、定期的な点検・診断を実施しています。また、予防保

全型の長寿命化計画を策定し、適正な維持管理に加え修繕・更新等を計画的

に実施し、トータルコストの縮減と安全確保に努めます。 

   

１８ 病院 

（１）現状や課題に関する基本認識 

   市立病院を 2施設保有しています。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

   民間医療機関活用の検討とあわせて、提供する医療の内容も検討してい

きます。 

 

１９ その他のインフラ 

（１）現状や課題に関する基本認識 

   道路・橋りょう・上下水道のほかにも、公園（都市公園、農村公園）・光

ケーブル等の多くのインフラを保有しています。これらについても、維持管

理や更新などが必要となっています。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

   適切な維持管理を行なうために定期的な点検・診断を実施します。 

   また、災害に強い施設整備を目指し、予防保全型の長寿命化計画を策定し、

適切な維持管理・修繕・更新等を計画的に実施し、トータルコストの縮減に

努めます。 
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〇分類ごとの延床面積の削減目標         ※中期は 10 年間、長期は 30 年間 

大分類 中分類 時期
削減目標

（㎡）

削減率

（％）

売却・

譲与

民間施

設利用

複合化

・統合
除却 広域化

中期 1,800 11.4 〇

長期 0

中期 600 11.6 〇

長期 0

中期 600 39.6 〇

長期 900 59.3 〇

中期 5,600 34.3 〇 〇

長期 0

中期 200 16.4 〇

長期 800 65.6 〇

中期 800 8.0 〇

長期 0

中期 1,200 97.0 〇

長期 0

中期 0

長期 0

中期 2,200 25.3 〇 〇

長期 0

中期 1,800 20.1 〇

長期 0

中期 0

長期 0

中期 0

長期 0

中期 0

長期 1,500 21.3 〇 〇

中期 2,900 39.2 〇 〇

長期 1,900 23.6 〇 〇

中期 0

長期 0

中期 0

長期 0

中期 1,500 6.6 〇

長期 3,500 15.4 〇

中期 1,800 78.6 〇

長期 400 17.5 〇

中期 0

長期 1,100 56.2 〇 〇

中期 0

長期 200 77.2 〇

中期 0

長期 0

総務施設

保育施設

産業施設

公園・広場

福祉保健施設

環境衛生施設

土木施設

公営住宅

市役所庁舎

保育園・認定こども園

放課後児童クラブ

福祉施設

保健施設

行政区集会所

地区センター

医療施設

可燃ごみ処理施設

その他ごみ処理施設

斎場

労働施設

市有住宅

教員住宅

公園

広場

農林業振興施設

観光施設

除雪基地

流雪溝

市営住宅
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大分類 中分類 時期
削減目標

（㎡）

削減率

（％）

売却・

譲与

民間施

設利用

複合化

・統合
除却 広域化

中期 0

長期 0

中期 0

長期 0

中期 3,100 3.8 〇 〇

長期 0

中期 0

長期 0

中期 0

長期 0

中期 500 8.8 〇

長期 1,300 22.9 〇

中期 1,300 10.9 〇

長期 0

中期 2,400 23.2 〇 〇

長期 0

中期 800 4.2 〇

長期 1,300 6.8 〇

中期 0

長期 100 2.0 〇

中期 5,400 99.1 〇 〇

長期 0

計 316,460㎡(平成27年度末） 47,500 15.0

本部施設

文化施設

消防施設

学校

水防施設

総合支援学校

その他教育施設

中学校

小学校

公民館・公会堂・集会施設

図書館・博物館・美術館

体育館

屋外体育施設

普通財産 普通財産

スポーツ施設

 
※中期は 10 年、長期は 30 年 
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第４章 計画の推進体制 

 

１ 全庁的な取組体制の構築 

 

将来にわたる行政サービスの持続可能な公共施設マネジメントの確実な実行

に向けて、行財政改革・政策立案・財産管理の各所管課と公共施設等の各所管

課が連携して取り組んで行きます。 

  

 

２ 情報管理・共有方針 

 

 公共施設に関する情報は固定資産台帳を活用し、財産管理を所管する部署で

一元的に管理する体制とします。公共施設の利用状況などは、各施設所管課に

より適時にデータ入力を行い、公共施設の現状をいつでも把握できる状態とし

ます。 

 

３ フォローアップの実施方針 

 

本計画に関する進捗状況について南魚沼市主要事業会議で評価を実施し、評

価の結果や社会情勢の変化等により、計画の見直しが必要な場合は、本計画を改

定することとします。 

 本計画の進捗状況や見直しについて、適宜、住民及び議会に対し情報提供を行

い、住民全体で問題意識の共有を図りながら、本計画を推進していきます。 
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第５章 計画の推進状況 

 

１ 計画策定以降に実施した対策 

 

平成 29 年度から令和４年度末までに実施した主な対策は、次のとおりです。 

対策 実施時期 施設名 

統合 Ｈ30 

 

Ｈ31 

Ｒ２ 

Ｒ３ 

Ｒ４ 

牧之保育園（中保育園・塩沢保育園） 

八海中学校（五十沢中学校・大巻中学校・城内中学校） 

おおまき小学校（大巻小学校・五日町小学校） 

上田小学校（第一上田小学校・第二上田小学校） 

うえだ保育園（下長崎保育園・上長崎保育園） 

石打小学校（石打小学校・上関小学校） 

譲渡 Ｈ29 浅地町集落センター 

除却 Ｈ29 

 

Ｈ30 

Ｒ１ 

 

 

Ｒ２ 

 

 

 

 

 

 

Ｒ３ 

 

 

 

 

大木六保育園 

市営北原住宅（一部除却） 

市営余川住宅（一部除却） 

旧五十沢地域開発センター 

市有東泉田住宅（一部除却） 

市有天王町住宅（一部除却） 

市営日の出町住宅 

市営北原住宅（一部除却） 

市有東泉田住宅（一部除却） 

市有天王町住宅（一部除却） 

三用教職員住宅 

大和中学校教職員住宅（一部除却） 

旧大巻小学校 

旧上長崎保育園 

市営上原住宅 

市営北原住宅（一部除却） 

勤労青少年ホーム 

旧六日町郵便局（田中郵便局） 

売却 Ｒ１ 

Ｒ３ 

旧食糧事務所 

旧エコ住宅 

長寿命化 

 

Ｒ３～４ 

Ｒ４ 

子ども・若者相談支援センター 

浦佐福祉の家 
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２ 施設保有量の推移 

 

平成 27年度末から令和４年度末までの施設保有量の推移は、次のとおりです。 

施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡）

市役所庁舎 3 15,749 3 15,956

地区センター 7 5,192 7 5,372

行政区集会所 6 1,517 5 1,385

保育園・認定こども園 22 16,306 19 15,355

放課後児童クラブ 6 1,219 4 825

福祉施設 6 9,986 6 9,984

保健施設 1 1,237 1 1,237

医療施設 2 2,776 3 2,776

可燃ごみ処理施設 2 8,684 2 8,684

その他ごみ処理施設 4 8,968 5 9,555

斎場 1 1,674 1 1,674

労働施設 3 2,323 3 2,323

商工施設 0 0 1 287

農林業振興施設 4 7,053 4 7,053

観光施設 19 7,391 15 9,102

除雪基地 1 208 1 208

流雪溝 1 419 1 419

市営住宅 23 22,726 21 21,294

市有住宅 2 2,290 2 1,206

教員住宅 7 1,958 6 1,704

県営住宅関連 0 0 1 188

都市公園 1 259 2 4,315

広場緑地 2 1,168 3 1,419

本部施設 3 5,206 3 5,404

水防施設 1 110 1 142

小学校 19 82,226 16 80,217

中学校 6 48,469 4 40,637

総合支援学校 1 3,795 1 3,820

その他教育施設 6 5,665 4 7,574

公民館・公会堂・集会施設 6 11,916 6 11,807

図書館・博物館・美術館 5 10,345 4 7,392

体育館 14 19,071 15 19,353

屋外体育施設 5 5,107 4 874

普通財産 普通財産 10 5,447 13 12,442

199 316,460 187 311,983

会計名 大分類 中分類 小分類
令和４年度末平成2７年度末

計

総務施設

保育施設

産業施設

公園・広場

普通会計

文化施設

スポーツ施設

福祉保健施設

環境衛生施設

土木施設

消防施設

学校

公営住宅

 



- 54 - 

 

３ 有形固定資産減価償却率の推移 

 

有形固定資産のうち、償却資産の取得価格等に対する減価償却累計額の割合

を算出することにより、保有する有形固定資産の老朽化の状況を全体として把

握することができます。 

有形固定資産減価償却率は、比率が 100％に近づくほど、資産の老朽化が進ん

でいることを示しています。 

 

有形固定資産減価償却率（一般会計等）          

 平成 28年度    令和 3年度    

減価償却累計額 

（単位：百万円） 
113,380 138,949 

有形固定資産 

（単位：百万円） 
198,443 214,652 

当該値 57.1％ 64.7％ 
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